
○

○  「業務委託契約等」とは

〇

契約を締結 している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと

※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。

臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結 していること

契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、
発注者から一定の指定を受けていること

○ 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となつていること

○ 「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは

○ 業務を行うことができなかつた日が、小学校等の臨時休業等の期間中であつ
て、小学校等の開校日、そもそも休校が予定されていた日 (休校日、春休み等)で
はないこと
※ ただし、上記 (2)②の子ども (感染者等)の世話を行う場合は、臨時休業にかかわらず、

小学校等の開校日、休校が予定されていた日でも、対象になります。

ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対し
て報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。

契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報
酬が確認できるものが申請には必要となります。

時間や日を夏:礎として計算されるもの
作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるもの
など、作業量や成果物により、報酬が支払われるものが該当します。

あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。
業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場含も含まれます。
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